
法令等
・地方税法第37条の２第２項第３号及び第314条の７第２項第３号

・平成31年総務省告示第179号第５条各号

改正・影響なし

概要

総務大臣による指定期間（毎年10月１日～９月30日）において、当

該市町村がふるさと納税の募集に要する費用が、同期間内における寄附

金総額の５割以下であることを要件とした基準

3 経費５割基準

2 返礼品３割基準

概要

法令等

詳細

告示改正に伴い、下線部のとおり算入対象経費が追加された。

【募集に要する費用】

　１　返礼品等の調達に係る費用

　２　返礼品等の送付に係る費用

　３　広報に係る費用

　４　決済等に係る費用

　５　事務に係る費用

　　(1)　専任職員の人件費（会計年度任用職員）

　　(2)　ポータルサイト運営事業者等への委託料（全部）

　　(3)　寄附金受領証明書の発行に係る費用

　　(4)　ワンストップ特例申請の受付等事務に係る費用

　　(5)　兼任職員の人件費（正職・再任用職員）

改正・影響なし

3 経費５割基準

2 返礼品３割基準

地方税法第37条の２第２項第２号及び第314条の７第２項第２号法令等

【募集に要する費用】

　１　返礼品等の調達に係る費用

　２　返礼品等の送付に係る費用

　３　広報に係る費用

　４　決済等に係る費用

　５　事務に係る費用

　　(1)　専任職員の人件費（会計年度任用職員）

　　(2)　ポータルサイト運営事業者等への委託料（一部）

　　　　　　…事業者から基準対象経費として示された金額のみ算入

詳細

概要

法令等
・平成31年総務省告示第179号第２条第１項第２号

・ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのＱ＆Ａ

ふるさと納税に係る総務省告示改正（令和５年６月27日付け告示第244号）に伴う本市への影響

概要

法令等

概要

法令等

改正前 改正後

1 地場産品基準 1 地場産品基準 改正はあるが、大きな影響はなし

概要
寄附に対する返礼品が、寄附を受けた市町村の区域内において生産され

たもの又は区域内で提供される役務であることを要件とした基準

寄附に対する返礼品等の調達に係る費用が、当該寄附金額の３割以下

であることを要件とした基準
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